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原子力災害対策特別措置法施行令の一部改正（案）に関する意見 

 

２０１２年（平成２４年）８月１０日 

日本弁護士連合会 

 

１ 該当箇所 

(1) 政令で定める要件①の「３０ｋｍ」 

(2) 政令で定める要件② 

２ 意見内容 

(1) 政令で定める要件①の「３０ｋｍ」を「８０ｋｍ」とすべきである。 

(2) 政令で定める要件②は不要とすべきである。 

３ 理由 

(1) 政令で定める要件①の「３０ｋｍ」を「８０ｋｍ」とすべき理由 

ア 今回の改正の目的は，原子力災害対策特別措置法第７条第２項に基づき原

子力事業者が「原子力事業者防災計画」を作成するに際し，あらかじめ協議

すべき対象都道府県を定めるものとされている。そして，上記「３０ｋｍ」

という案が作成された背景は，「原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会

防災指針検討ワーキンググループ」が定めた「緊急防護措置準備区域」に合

わせたからという。 

イ ところで，平成２４年３月２２日付け「原子力施設等の防災対策について

の見直しに関する考え方について 中間とりまとめ」２１頁によれば，「原子

力安全委員会原子力施設等防災専門部会防災指針検討ワーキンググループ」

が「緊急防護措置準備区域」を原子力施設から概ね「３０ｋｍ」に設定した

理由は，もっぱらＩＡＥＡの基準等を参考にしたのみであり，気象条件や，

今回の福島第一原子力発電所事故の実際の状況については，全く考慮されて

いない。 

そもそも「緊急防護措置準備区域」とは，国際基準に従って線量を回避す

るために，緊急防護措置を迅速に実施するための整備がなされていなければ

ならない区域のことである。その整備には，「安定ヨウ素剤の備蓄」も含ま

れるが，上記中間とりまとめの２２頁では，ＩＡＥＡの安定ヨウ素剤予防服

用基準（５０ｍＳｖ）によれば，今回の福島第一原子力発電所事故の実際の

状況に鑑みると，安定ヨウ素剤を準備しておくべき範囲は，原子力施設から

「３０ｋｍ」圏内では足りず，概ね「５０ｋｍ」に及んだ可能性があると指



2 

 

摘されている。しかも，ＷＨＯ（世界保健機構）の小児や妊婦，授乳中の女

性についての安定ヨウ素剤予防服用の基準は１０ｍＳｖであるから，原子力

施設から「３０ｋｍ」圏内で足りるはずは全くない。 

ちなみに，現在「居住制限区域」に指定されている福島県飯館村前田（福

島第一原子力発電所から約４５ｋｍ）は，「３０ｋｍ」圏内に含まれない。

また，「特定避難勧奨地点」に指定された「伊達市霊山町下小国」は，福島

第一原子力発電所から約５６ｋｍである。 

ウ では，原子力事業者の防災業務計画の策定に際し，原子力事業者に，原子

力施設から概ね何ｋｍに位置する都道府県との協議を義務付けるべきか。 

まず，「緊急防護措置準備区域」に縛られる理由は全くない。 

上記中間とりまとめの２２頁も，気象条件等の影響から「緊急防護措置準

備区域」外でも安定ヨウ素剤を備蓄しておく必要性について指摘している。

加えて，福島第一原子力発電所の事故が今回の程度で収束したことは，不幸

中の幸いであった。これらに鑑みれば，本件で福島第一原子力発電所の放射

性物質放出の影響を考慮することは当然に必要であるが，今回の事故の影響

だけを基準にしても不足がある。 

したがって，「５０ｋｍ」よりも広く，原子力施設から概ね「８０ｋｍ」

とすべきである。 

なお，原子力災害対策特別措置法第７条第２項の規定の趣旨を，原子力事

業者により作成される「原子力事業者防災計画」の内容と，都道府県が作成

した「地域防災計画」の内容との整合を図るためであると解するならば，上

記「原子力事業者防災計画」の策定に対し，住民の安全を守る責任のある都

道府県の範囲も可能な限り広く認められなければならない。 

(2) 政令で定める要件②は不要とすべき理由 

仮に各都道府県が「原子力災害に関する地域防災計画」を定めていない場合

であっても，各都道府県は，原子力事業者の「原子力事業者防災計画」の作成

に対し意見を述べることができるし，住民の安全を守る責務を負う都道府県の

意見は可能な限り「原子力事業者防災計画」に反映されなければならない。し

たがって，各都道府県が「原子力災害に関する地域防災計画」を定めているこ

とは不要である。 

なお，本件改正により，いかなる範囲の都道府県が含まれるかが決定すれば，

「原子力災害に関する地域防災計画」をいまだ定めていない各都道府県も，直

ちにその作成に着手することは明らかである。原子力事業者に対し，各都道府
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県が「原子力災害に関する地域防災計画」を定める途上であることを理由に協

議の拒否ができる余地を認めてはならない。 
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